
地域医療構想について

平成２７年８月１７日
大 分 県
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資料２
平成２７年度

第１回豊肥地域医療構想調整会議

説明内容

１ 地域医療構想の背景と趣旨

２ 地域医療構想の策定プロセス

３ 地域医療構想策定後の取組

４ 今後の進め方について
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１ 地域医療構想の背景と趣旨
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高齢化率の将来推計（１）
○本県の高齢化率（65歳以上の割合）は伸び続け、2025年には３人に１人が高齢者
○本県の75歳以上の割合は2025年に２割を超え、その後増加して横ばいに

出典：全国値は「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、大分県の数値は「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」。
いずれも国立社会保障・人口問題研究所調査。
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高齢化率の将来推計（２）
○豊肥地域の高齢化率は既に４割を超え、竹田市では2025年には２人に１人が高齢者
○豊肥地域は県内で高齢化が最も進行している地域

出典：全国値は「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、大分県の数値は「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」。
いずれも国立社会保障・人口問題研究所調査。
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高齢者数の将来推計（１）
○本県の高齢者数（65歳以上）は2025年頃まで増え続け、その後減少傾向に
○本県の75歳以上の高齢者数は2030年頃まで増え続け、その後減少傾向に

出典：全国値は「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、大分県の数値は「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」。
いずれも国立社会保障・人口問題研究所調査。
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高齢者数の将来推計（２）
○本県の高齢者数（65歳以上）は2025年頃まで増え続け、その後減少傾向に
○本県の75歳以上の高齢者数は2030年頃まで増え続け、その後減少傾向に

出典：全国値は「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、大分県の数値は「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」。
いずれも国立社会保障・人口問題研究所調査。
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本県の年齢３区分別人口の将来推計
○2040年までに、働き手人口30％減、年少人口35％減。高齢者は10％増。
○１人の高齢者を支える働き手は、2010年の約２．３人から2040年は約１．４人に。

出典：「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３月推計）」。国立社会保障・人口問題研究所調査。
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年齢３区分別人口の将来推計（竹田市）
○2040年までに、働き手人口54％減、年少人口48％減。高齢者は32％減。
○１人の高齢者を支える働き手は、2010年の約１．２人から2040年は約０．８人に。

出典：「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３月推計）」。国立社会保障・人口問題研究所調査。
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年齢３区分別人口の将来推計（豊後大野市）
○2040年までに、働き手人口43％減、年少人口46％減。高齢者は23％減。
○１人の高齢者を支える働き手は、2010年の約１．４人から2040年は約１．０人に。

出典：「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３月推計）」。国立社会保障・人口問題研究所調査。
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●2014（H26）4月から８％に
●2017（H29）4月から１０％に（H27年10月予定を1年半延期）消費税

社会保障と税の一体改革

•子ども・子育て支援の充実（待機児童の解消などの
量的拡充と質の向上）

子ども・
子育て

•医療・介護サービスの提供体制改革（①病床の機能分化・連携、
在宅医療の推進等、②地域包括ケアシステムの構築）

•医療・介護保険制度の改革
•難病、小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な制度の確立

医療・
介護

•現行制度の改善年金

社会保障の充実（平成27年度）

0.6兆円
程度

1.5兆円
程度

0.7兆円
程度

医療介護総合確保推進法

14

（正式名称：地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律）

【医療介護総合確保推進法の趣旨】

効率的かつ質の高い医療提供体制を構築する
とともに、
地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進



医療介護総合確保推進法

15

（正式名称：地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律）

◎「病床機能報告制度」とは、一般病床・療養病床を有する病院・診療所が、
当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、
病棟単位で、以下の４区分から１つを選択し、その他の具体的な報告事
項とあわせて、都道府県に報告する仕組み。

報告内容（２６年度分）

◎医療機能を選択する際の判断基準
・病棟単位の医療の情報が不足している現段階では定量的基準
を示すことは困難
・報告制度導入当初は、医療機関が、定性的基準を参考に
医療機能を選択

「病床機能報告制度」（Ｈ２６．１０施行)

16

①現在（平成２６年７月１日現在）の医療機能
②６年が経過した時点での医療機能の予定
③２０２５年度（平成３７年度）時点での医療機能の予定（任意）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期
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医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診
療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医
療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリ
ハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折
等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリ
ハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリ
テーション機能）。

慢性期機能

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識
障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を
入院させる機能

病床機能報告での医療「機能」の定義

18
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地域医療構想の定義

22

医療法第３０条の４第２項 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとす
る。
（以降の条文は平成２７年４月１日施行）
７ 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働
省令で定める基準に従い定める区域（以下、「構想区域」という。）における次に掲げる
事項を含む将来の医療提供体制に関する構想（以下、「地域医療構想」という。）に関
する事項
イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第３０条の１３
第１項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量
ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進
のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項」となっている。

８ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項

医療法施行規則第３０条の２８の４
法第３０条の４第２項第７号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
１ 構想区域における将来の居宅等における医療の必要量
２ その他厚生労働大臣が必要と認める事項



将来の医療の必要量に着目し明確化（地域医療構想）

病床機能報告の結果と比較し、

どの病床機能が不足しているか等を検討

医療機関の自主的な取組と

相互の協議で実現を目指す

効果的で質の高い医療提供体制の構築（地域包括ケアシステム構築）

病床の機能の分化・連携の推進（高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に

応じた適切な医療を、地域において効果的に切れ目なく提供する体制を整備）

高齢化の進行（２０２５年に医療・介護ニーズが最大化）

複数の疾病を抱える
患者が増える

手術だけでなくリハビリも
必要な患者も増える

在宅で医療を受ける
患者も増える

地域医療構想の趣旨

23

２ 地域医療構想の策定プロセス

24



地域医療構想の策定プロセス

1. 地域医療構想の策定を行う体制等の整備
2. 地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、分
析及び共有

3. 構想区域の設定
4. 構想区域ごとの医療需要の推計
5. 医療需要に対する医療提供体制の検討
6. 医療需要に対する医療供給を踏まえた必要病床数の推計
7. 構想区域の確認
8. 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検
討

25

１．地域医療構想の策定を行う体制等の整備

大
分
県
医
療
審
議
会

大

分

県
答申

報告・
諮問

＜ 県 全 域 ＞

＜各二次医療圏 （構想区域 ）＞

調整会議

（ 東部 ）
調整会議

（ 中部 ）
調整会議

（ 南部 ）
調整会議

（ 豊肥 ）

調整会議

（ 西部 ）
調整会議

（ 北部 ）

※ 参加者：郡市医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、民間病院、
医療保険者、介護関係者、市町村、地域の中核的な病院、保健所 等

※ 必要病床数の推計、将来の医療提供体制の検討、他の構想区域との
調整、実現方策の協議

※ 策定後は地域における自主的な調整の場

原案作成

意見聴取

協議・
調整

構想区域間の調整 等

地域医療構想調整会議

※ 各医療圏ごとの会議結果の検討、構想区域間の必要病床数の調整 等

大分県医療計画策定協議会

○ 地域医療構想は、医療計画の一部となることから、既存の「大分県医療計画策定協議会」において構想案の策定などを実施。

○ 各圏域ごとに、関係者等との協議の場として「地域医療構想調整会議」を設置し、策定段階から意見聴取・協議を行う。

○ 「大分県医療審議会」への諮問・答申を経て、地域医療構想の策定となる（ 医療計画の策定（変更）と同様の手続き ）。

26



2.地域医療構想の策定及び実現に必要な
データの収集、分析及び共有

• 病床機能報告制度に基づく医療提供体制の状況
• 各医療機能別の医療需要に対する医療提供の
状況

• 疾病別医療需要に対する医療提供の状況
• 疾病別アクセスマップと人口カバー率
• 介護保険関係サービスの整備状況
• 2025年の性・年齢階級別推計人口

27

○H27.7.14にCD受領。
○厚生労働省が都道府県に行う技術的支援とし
て、配布。

○CDの使用は各都道府県庁のほか、厚生労働省
主催の研修を受講する専門家が所属する団体の
事務所等に限定。

○使用にあたり、NBDデータ等のバック
データへのアクセスや漏洩を防ぐため、以
下の内容を遵守する旨の誓約書を厚生労
働省に提出。

●インターネット等外部のネットワークに接続しな
いPCで利用する
●記憶装置（ハードディスク、USBなど）にファイル
の一部又は全部をコピーしない

●パスワードロック機能がかかった情報は、パス
ワード解除や、閲覧、加工、公表は行わない
など

28

「地域医療構想策定支援ツール」

推計に用いるNBDやDPCなどの
基礎データの確認や計算過程の
検証は不可能。
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○構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口
規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将
来における要素を勘案して検討する必要がある。

○一方で、二次医療圏は、一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一体の区域
として設定するものであり、平成24 年（2012 年）３月に厚生労働省が示した医療計画作
成指針において、①人口規模が20 万人未満、②流入患者割合が20％未満、③流出患
者割合が20％以上の全てに当てはまる場合は、圏域設定を見直すことを求めたところ
である。

現行の二次医療圏を「構想区域」として策定を進めることとしたい

○現行の医療計画（H25～29)策定時に、上記に該当した西部、北部、豊肥の３医療圏
について、圏域設定の見直しについて検討・協議した結果、従前どおりの二次医療圏と
することを決定。

3.構想区域の設定

30

本県の二次医療圏、高齢者福祉圏域、障がい福祉圏域は一致

地域医療介護総合確保基金の活用に必要な医療介護総合確保区域も二次医療圏と同一区域で設定



4.構想区域ごとの医療需要の推計

• 推計方法の基本的考え方
• 高度急性期機能、急性期機能、回復期機能の医
療需要の考え方

• 地域の実情に応じた慢性期機能と在宅医療等の
需要推計の考え方
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医療需要
＝ 推計入院患者数
＝ 入院患者の数がどうなっていくのか

4-1.高度急性期機能、急性期機能、回復期
機能の医療需要の推計の考え方

• 高度急性期、急性期及び回復期については、
– 構想区域における2025年の医療需要＝当該構想区域の2013
年度の性・年齢階級別・医療機能別入院受療率×当該構想区
域の2025年の性年齢階級別推計人口

• 推計に当たり、できる限り、患者の状態や診療実態を勘
案できるよう、DPC病院の医療行為に関するDPCデータや
NDBのレセプトデータを分析。

32



ＤＰＣデータ
DPC（Diagnosis Procedure Combination）とは、
診断と処置の組み合わせによる診断群分類
のこと。DPC を利用した包括支払システムを
DPC/PDPS（Per-Diem Payment System;１日当
たり包括支払い制度）という。DPC/PDPS参加
病院は、退院した患者の病態や実施した医
療行為の内容等についての調査データを全
国統一形式の電子データとして提出している。
これをDPC データと呼ぶ。

対象：全国のDPC病院（平成26年4月時点
で1585病院、約49万床。一般病床の約55％
をカバー）
期間：平成25年度（１年間）
抽出条件：該当する期間に入退院が完結し
ており、かつ、包括DPCで算定されている範
囲の患者のDPCデータ。
除外条件：包括DPCで算定されていない範
囲、同日再入院や24時間以内の死亡、治験
対象症例など
結核病床、感染症病床、精神病床の入院分

医療資源投入量：患者に対して行われた診
療行為を診療報酬の出来高点数で換算した
もの（入院基本料を除く）

ＮＤＢのレセプトデータ

NDB（National Database）とは、レセプト情報・特
定健診等情報データベースの呼称である。高齢
者の医療の確保に関する法律第１６条第２項に
基づき、厚生労働大臣が医療保険者等より収
集する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に
関する情報並びに特定健康診査・特定保健指
導に関する情報をＮＤＢに格納し管理している。
なお、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書は
レセプトとも呼ばれる。

対象：医療機関の電子化されたレセプト情報と
特定健診等全データ

期間：平成25年度分
件数：レセプト 約17億2800万件（H25年度）
※このうち非ＤＰＣ病院又は有床診療所に入院した患
者分を活用。レセプトの日計表により各患者の１日毎
の入院基本料・リハビリテーション料の一部を除いた
出来高点数（医療資源投入量）を計算し、ＤＰＣデータ
と同様に、C1、C2、C3の基準に該当する患者数（人・
日）を計算し、合計。
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4-2.高度急性期機能、急性期機能、回復期
機能の医療需要の推計の考え方

• 推計に当たり、できる限り、患者の状態や診療実態を勘
案できるよう、DPC病院の医療行為に関するDPCデータや
NDBのレセプトデータを分析。

• 具体的には、患者に対して行われた診療行為を、診療報
酬の出来高点数で換算したもの（医療資源投入量）の多
寡を観察。
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高度急性期機能、急性期機能、回復期機能の医療需要の推計の考え方

36



37

4-3.慢性期機能および在宅医療等の
医療需要の考え方について

• 慢性期については、
– 入院受療率の地域差を一定の幅の中で縮小させる目標
を設定することとする。このため、上記の他医療機能の算
定方法を基に、目標設定を加味することにより、慢性期の
医療需要を推計
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○療養病床については、現在、報酬が包括算定であるので、行われ
た診療行為が分からず、医療資源投入量に基づく分析ができない。
○また、地域によって、療養病床数や在宅医療の充実、介護施設の
整備状況等は異なっている。
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※ このイメージ図では将来の人口構成の変化を考慮していない。実際には地域における将来の人口構成によって幅の変化が起こる。

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図※

4-3.慢性期機能および在宅医療等の
医療需要の考え方について
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175未満
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慢性期機能および在宅医療等の需要の将来推計の考え方について
○慢性期機能の医療需要及び在宅医療等※の患者数の推計は、以下の考え方に基づき実施
する。
※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病
院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受
け皿となることも想定。

①一般病床の障がい者数・難病患者数（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料
及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者数）については、慢性期機能の医療需要と
して推計する。

②療養病床の入院患者数については、医療資源投入量とは別に、以下の考え方で慢性期機能
及び在宅医療等の医療需要を推計する。
・医療区分１の患者数の70％は、将来時点で在宅医療等で対応する患者数として推計する。
・その他の入院患者数については、入院受療率の地域差があることを踏まえ、これを解消し
ていくことで、将来時点の慢性期・在宅医療等の医療需要としてそれぞれを推計する。（療
養病床で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者数は、回復期の医療需
要とする。）

③一般病床でC３基準未満の医療資源投入量の患者数については、慢性期・在宅医療等の医療
需要として推計する。

④訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）については、在
宅医療等の医療需要に含めて推計する。

⑤介護老人保健施設の入所者数（介護老人保健施設の施設サービス受給者数）については、在
宅医療等の医療需要に含めて推計する。



41資料：平成２７年６月１５日・医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会 第１次報告
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療養病床の入院受療率の地域差への対応①（基本的な対応）

現在

２０２５年

最小
（構想区域）

最大
（構想区域）

入院受療率

最小（県）

全ての構想区域が
全国最小値（県単位）まで入院
受療率を低下する。

構想区域ごとに入院受療率と全国最小値(県単
位）との差を一定割合解消させることとするが、
その割合については全国最大値（県単位）が全
国中央値（県単位）にまで低下する割合を一律
に用いる。

中央値（県）

現在

２０２５年

最小
（構想区域）

最大
（構想区域）

入院受療率

最小（県）

最小
（県）

最大
（県）

パターンA

※ただし、受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域につい
ては、平成25年（2013年）の受療率を用いて推計することとす
る。

※ただし、受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域につい
ては、平成25年（2013年）の受療率を用いて推計することとする。

パターンB

【入院受療率の地域差の解消目標】
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療養病床の入院受療率の地域差への対応②（地域の実情への配慮）

5.医療需要に対する医療提供体制の検討
• 医療需要を当該構想区域内で対応するのか、それとも
他の構想区域で対応するか（すなわち患者の流入流出
をどこまで認めるか）について検討

• 各県の構想区域ごとに下記の2つを比較する。
– ①患者住所地に基づき推計した医療需要と、

– ②現在の医療提供体制が変わらないと仮定した推
定供給数（他の構想区域に所在する医療機関により
供給される量を増減したもの）
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• 都道府県間の①と②の乖離が大きい場合は、関係する
都道府県との間で供給数の増減を調整する必要がある。

• また、自県内の構想区域間の供給数の増減についても同
様に、調整が必要。



6.医療需要に対する医療供給を踏まえた
必要病床数の推計

• 医療需要に対する医療供給を踏まえた必要病床数は、
当該構想区域で対応することになる病床機能別患者数
を、それぞれの病床稼働率で割り戻して計算。

45

医療機能 ２０２５年の医療需要

高度急性期機能 ○○○○人／日

急性期機能 □□□□人／日

回復期機能 △△△△人／日

慢性期機能 ▲▲▲▲人／日

２０２５年の病床数の必要量

○○○○床

□□□□床

△△△△床

▲▲▲▲床

病床稼働率で割り戻し
て、病床数に変換

県が構想
区域ごとに
推計

病床稼働率・・・高度急性期0.75、急性期0.78、回復期0.90、慢性期0.92

例：A区域の急性期機能の入院患者数（医療需要）が１日１，０００人の場合
A区域の急性期機能の必要病床数は、１，０００÷０．７８＝１，２８２床

7.構想区域の確認
• 人口規模や基幹病院までのアクセス等を踏まえ、
構想区域の設定の妥当性について確認する。
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８.将来のあるべき医療提供体制を
実現するための施策の検討

• 施策の基本的考え方
• 必要病床数と病床機能報告制度による集計数と
の比較

• 病床の機能の分化及び連携の推進
• 在宅医療の充実
• 医療従事者の確保・養成



３ 地域医療構想策定後の取組
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策定後の取組の流れ

48

毎年度の病床機能報告

制度による集計数

地域医療構想の

必要病床数

構想区域内の医療機関の自主的な取組

地域医療構想調整会議を活用した

医療機関相互の協議

地域医療介護総合確保基金の活用

（比較）

実現に向けた取組とPDCA

（参考） 地域医療構想策定後の年間スケジュールのイメージ
３月 病床機能報告制度の集計結果の提示
３月～ 医療機関の自主的な取組

医療機関同士の協議（調整会議における協議を含む）
※可能な限り、次期病床機能報告制度に間に合うように、10月までに上記の対応を行う。

１０月 病床機能報告制度における報告
年内 各構想区域における対応を踏まえた基金の都道府県計画（案）の取りまとめ
２月 都道府県定例議会への次年度当初予算案に基金の予算を計上



都道府県知事が講ずることができる措置

49

対応項目 説明

１．病院の新規開設・増床への
対応

都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという
条件を付けることができることとする。

２．既存医療機関が過剰な医療
機能に転換しようとする場合の
対応

都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めるこ
とができることとし、転換にやむを得ない事情がないと認める時は、医
療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関等には命
令）することができることとする。

３．地域医療構想調整会議にお
ける協議が調わない等、自主的
な取組だけでは病床の機能分
化・連携が進まない場合の対応

都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能
に係る医療を提供すること等を要請（公的医療機関等には指示）するこ
とができることとする。

４．稼働していない病床への対
応

医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府
県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対して、医療審議会の意
見を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることと
する。
※ 従来の医療法でも、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削
減を命令することができることとなっていた。

【医療機関が上記の要請又は
命令・指示に従わない場合の措
置】

医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事が勧告を行う。当該勧
告にも従わない場合や、公的医療機関が上記の命令・指示に従わない場合には、
現行の医療法上の措置（管理者の変更命令や公的医療機関への運営の指示等）
に加えて、以下の措置を講ずることができることとする。
イ 医療機関名の公表
ロ 地域医療支援病院の不承認・承認の取消し

４ 今後の進め方
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今後の進め方のイメージ（案）

地域医療構想調整会議医療審議会 医療計画策定協議会

【１０月８日】
・推計値の説明

・区域間（県外・県内）の調整の経過報
告
・各調整会議等の経過報告
・基金事業要望状況の報告 など

【８月１７日～９月８日】
・制度の概要、今後の進め方
・推計値の説明
・区域間の調整について説明
・検討事項の説明 など

【１０月頃】
・検討事項についての協議
・慢性期の目標案決定
・区域間の調整案決定
・基金事業について協議 など

※協議がまとまらない場合は複数回開催

【１１月～１２月頃】
・区域間（県外・県内）の調整案決定
・各調整会議の経過報告
・基金事業案決定 など

【８月７日】
・制度の概要、今後の進め方
・推計値の説明
・区域間の調整について説明
・検討事項の説明 など
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地域医療構想調整会議医療審議会 医療計画策定協議会

【２８年３月下旬】
・各調整会議等の経過報告
・素案の内容について審議 など

【２８年１月頃？】
・必要病床数の決定

・目指すべき医療提供体制、実現方策
等について協議 など

※必要に応じて開催

【２８年度半ば頃？】
・パブリックコメント等の結果報告
・最終調整
・構想案決定

【２８年２月～３月頃？】
・各調整会議の経過報告
・必要病床数の決定
・構想区域の確認
・素案の決定 など

【２８年度前半頃？】パブリックコメント（県民意見募集）・関係団体等への意見聴取

※必要に応じて開催

【２８年度中】
・構想案の諮問・答申

【２８年度中】地域医療構想の策定・公表・国への報告
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・①及び、当該圏域の在宅医療・介護提供体制
の状況等を踏まえ、慢性期病床の目標をどう
定めるか。

・①②を踏まえ、他の圏域との役割分担をどう考
えるか？
・当該圏域の医療機能を踏まえ、流出入の動向
が今後どのように推移するのか？

・当該圏域の将来目指す姿に向け、基金を活用
してどのような事業を実施すべきか？
・具体的事業提案について、妥当性は？

・将来の地域のビジョンをどう見据え、その中で
当該圏域の医療提供体制はどうあるべきか？
・当該圏域の担うべき医療機能は？
（各機能、疾病別の目指すべき姿、在宅医療・
介護との連携など）

当面の検討事項（案）

①目指すべき医療提供体制

○今後、各圏域別の地域医療構想調整会議（２回＋α）において、
以下の事項を議論・検討
○検討結果を第２回大分県医療計画策定協議会に報告

②慢性期病床の目標決定

③他の構想区域との流出入の調整

④地域医療介護総合確保基金活用事業
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この資料の一部は、地域医療構想策定研修（平成２７年６月１８日）において厚生労働省医政局地域医療計画課
佐々木昌弘氏が説明した資料から引用しています。


